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議案第１１号 

白岡市公民館条例等の一部を改正する条例 

 （白岡市公民館条例の一部改正） 

第１条 白岡市公民館条例（昭和５３年白岡町条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

  第１条中「。以下「法」という。」を削る。 

  第１１条第２項中「教育委員会」を「市」に改める。  

第１６条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （白岡市勤労者体育センター条例の一部改正）  

第２条 白岡市勤労者体育センター条例（平成元年白岡町条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条ただし書、第４条第１項ただし書及び第２項ただし書、第５条

、第６条、第８条の見出し、同条、第９条ただし書、第１０条第１項、

第１３条並びに第１６条第１号中「市長」を「教育委員会」に改める。 

 （白岡市市民テニスコート条例の一部改正） 

第３条 白岡市市民テニスコート条例（平成元年白岡町条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条ただし書、第３条第１項ただし書及び第２項ただし書、第４条

、第５条、第７条の見出し並びに同条中「市長」を「教育委員会」に改

める。 

第８条第１項中「市長」を「教育委員会」に改め、同条第２項中「市

長」を「市」に改める。 

第１３条第１号中「市長」を「教育委員会」に改める。 

 （白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正）  

第４条 白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例（平成１０年白岡町条例第２１号

）の一部を次のように改正する。 

第１５条、第２７条ただし書、第２８条及び第２９条第２項中「教育

委員会」を「市長」に改める。 

 （白岡市生涯学習センター条例の一部改正） 

第５条 白岡市生涯学習センター条例（平成２９年白岡市条例第１６号）
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の一部を次のように改正する。 

第１０条第２項中「教育委員会」を「市」に改める。  

第１５条中「教育委員会」を「市長」に改める。  

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中白岡市

公民館条例第１条及び第１１条第２項の改正規定、第３条中白岡市市民テ

ニスコート条例第８条第２項の改正規定並びに第５条中白岡市生涯学習セ

ンター条例第１０条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

令和５年２月１６日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

白岡市公民館条例等の見直しにより、関係条例改正の必要を認め、この

案を提出するものである。 


